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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

中日本航空株式会社所属川崎ベル式４７Ｇ３Ｂ‐ＫＨ４型ＪＡ７４２０は、昭和５２年 

１１月５日１１時２０分ころ、石川県七尾市徳出町の場外離着陸場（以下「臨時ヘリポ 

ート」という。）に着陸しようとした際、右に横転し大破した。

火災は発生しなかった。

当該機には機長及び同乗者１名がとう乗していたが死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５２年１１月６日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５３年１月３０日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７４２０は、事故当日石川県七尾市徳田町の臨時ヘリポートまで空輸のため、機長



及び整備士１名がとう乗し名古屋空港を０８時００分に離陸した。

当該機は小松空港を経由し目的地まで順調に飛行し、１１時１０分ころ臨時ヘリポート

トの北約２００メートルの空地を臨時ヘリポートと誤認して着陸した。

着陸後、機長は誤認に気づき、臨時ヘリポートへ移動のため同空地を離陸した。

機長は風に正対して臨時ヘリポートに着陸進入し、地面から約５０センチメートルの 

高度でホバリングした後、臨時ヘリポート（休耕田）の中央付近に両スキッドを一たん 

接地させ、コレクティブピッチコントロールレバー（以下「ピッチレバー」という。） 

を下げ始めたところ機体が後に傾き始めた。

機長は接地場所が起伏していると判断し、別の場所に移ろうとしてピッチレバーを上 

げながらサイクリックコントロールスティック（以下「スティック」という。）を前方 

に押したところ、スキッドが地面を離れると同時に右前傾姿勢となり、その傾向が顕著 

となってきた。

機長はさらにピッチレバーを急激に引き上げステイックを後方に一杯引いたが、ステ 

イックの動きが重かった。

機体は右前傾姿勢のまま、メインロータブレードが地面に接触し、メインロータマス 

トがトランスミッション部から離脱し、最終機体位置の右側方約１１メートルの地点に 

脱落した。

その後右前方スキッドを最初のスキッド接地場所から約１０メートル前方で下段の水 

田より約５０センチメートル高くなっている畔にこすりながら機首を下段の水田に突込 

み、右に横転して大破した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　０　０

なし　１　１

２．３　航空機の損壊の程度

大破



２．４　航空機以外の物件の損壊

水田約１０平方米　圧土油損

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２７年１月２５日生

事業用操縦士技能証明書（回転翼）第６２１４号

昭和５１年４月１０日取得

限定事項　回転翼ベル４７型

第１種身体検査証明書　第１１６２０８５４号

有効期間　昭和５２年１月２７日から昭和５３年１月２６日まで

航空級無線通信士　ＡＺＥ　２２２号

昭和５０年１１月２６日取得

総飛行時間　８１６時間３９分

（内回転翼航空機６５６時間０３分）

同型式機飛行時間　２１７時間０９分

最近３０日間の飛行時間　９時間２５分

２．６　航空機に関する情報

型式　川崎ベル式４７Ｇ３Ｂ‐ＫＨ４型

製造年月日　昭和４０年４月６日

製造番号　第２０５７号

耐空証明書番号　第大‐５２‐０１３号

有効期間　昭和５２年４月１１日から昭和５３年４月１０日まで

総使用時間　５，９７４時間１０分

前回５０時間点検後の使用時間　３時間４５分

重量及び重心位置　事故発生時のＪＡ７４２０の重量は２，５３４．０８ポンド、

重心位置は＋１．１２５インチと推算され、いずれも許容 

範囲内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

事故当時の気象は機長の口述によると、天気、晴、視程１０キロメートル以上、風向



風速東北東３メートル／秒、気温２０℃であった。

２．８　航空機及び部品の損壊に関する情報

(1)　メインロータはマストが取付いたままトランスミッションから離脱し脱落、ブレ

ードは両側とも外側に曲り

(2)　センターブーム歪み

(3)　スキッド右側切損、レグ曲り

(4)　燃料タンク（右）凹み

(5)　エレベータ右側曲り

(6)　テールロータブレード（白）曲り

(7)　キャビンフロア右前方凹み

(8)　風防破損

(9)　スタビライザバー破損、アウターチューブ切損

３　事実を認定した理由

３．１　解析

ＪＡ７４２０は、調査の結果事故発生時までエンジン、機体等に異常は認められなか 

った。

事故当時の気象は、視程も良く風速も毎秒３メートル程度で、事故発生に関連はなか 

ったものと推定される。

臨時ヘリポートは休耕田を使用していたが、事故当時は雑草におおわれており、着陸 

に際し上から地面の起伏は判明しなかったものと推定され、スキッドを接地後ピッチレ 

バーを下げるに従って後に傾いたことは、スキッドが起伏部にあったためと推定される。

機体が後に傾いた後、機長は回復操作を行ったが、メインロータブレードの地上痕跡 

から、機体は右前傾姿勢になり、次いでメインロータブレードが接地したものと推定さ  

れる。

機体が右前傾姿勢となったのは、ピッチレバーを上げると同時にスティックを前方に 

操作したため、機体後部が浮き上り、ドリフトの影響と右スキッドの地面抵抗によって 

機体が右傾したものと推定される。

その後、当該機は出力増加によって右前傾姿勢がさらに深まり、横転するに至ったも



のと推定される。

機長は、前傾姿勢からの回復のためスティックを後に引いた際、スティックの動きが 

重かったと口述しているが、これは操作時にメインロータブレードが地面に接触してい 

たためと推定される。

従って、前傾姿勢からの回復操作に対してその効果は得られなかったものと推定され  

る。

４　結論

(1)　機長は適法な資格を有し、所定の身体検査に合格していた。

(2)　ＪＡ７４２０は有効な耐空証明を有し、事故発生時まで同機に不具合はなかったも 

のと認められる。

(3)　事故当時の気象は事故原因に関連はなかったものと推定される。

(4)　スキッドを接地後ピッチレバーを下げるに従って機体が後に傾いたことは、スキ 

ッドが地面の起伏部にあったためと推定され、地面の起伏は当該地面が雑草におお 

われていたため上から判明しなかったものと推定される。

(5)　機体が後に傾いた後、機長はピッチレバーを上げ、同時にスティックを前方に操 

作したため機体は右前傾姿勢となり、その傾向が増大し横転するに至ったものと推 

定される。

原因

本事故は、着陸時において機体が後に傾いた際、その姿勢修正のため機長が行った操 

作に適切を欠いたことによるものと推定される。

なお、臨時ヘリポートに起伏があり、雑草におおわれていたことも事故に関与したも  

のと推定される。


